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より広く活用いただくためにホームページに掲載しました。�
�

　（社）日本衛生材料工業連合会が発行している「紙おむつのQ&A」は、消費者から会員企業に寄せら

れる紙おむつに関する質問の中から、各社の製品関連を除く、紙おむつ全体に共通するお問い合わせ

や質問に対して、Q&A形式でまとめた冊子で、消費生活センターや日衛連会員企業の消費者相談部門、

大型店の消費者相談部門などで使われてきました。�

　1987年の初版発行以来、4回にわたって改訂されてきましたが、今回の改訂より従来の印刷した冊子

から、日衛連のホームページ掲載に変更し、より多くの方に活用いただくことといたしました。�

�今回の日衛連紙おむつニュースではWeb化された「紙おむつのQ&A」をご紹介いたします。�

�
    紙おむつのＱ＆Ａのホームページ掲載について�

　乳幼児用の紙おむつが1980年代前半に発売され、その後急速に普及し現在では育児用品の必需品と
して定着しました。一方、大人用紙おむつも、高齢化社会への推移とともに需要が大きく伸びてきて
います。その間、紙おむつ自体についても高吸収化、軽量化、使い心地の向上など技術的な改良や、
用途に合わせた製品の多様化が進められてきました。�
　紙おむつ特性を理解いただき、適切な使い方をしていただくための支援情報として、（社）日本衛生材
料工業連合会では1987年に「紙おむつのQ&A」冊子を作成し、加盟企業のお客様相談窓口で活用して
まいりました。また、このような情報を加盟企業のみならず行政の消費者対応窓口、介護施設や病院
等でもご利用いただけるよう改訂を重ね、公開してまいりました。�
　電子情報化の流れ、有用情報の公開化の考え方、状況に合わせた速やかな情報作成の必要性等の背
景から、今後これらの情報をより広く公開し活用いただくことが有効であると考え、このたび「紙お
むつのQ&A」を冊子からホームページに移管いたしました。�
　また、この機会に内容も全面的に見直し、実質的に第5版改訂版といたしております。�
　もとより、まだ十分とはいえない部分もあるかと思いますが、今後各位のご意見をいただき、より
充実した内容とするよう努めてまいります。�
2003年１月15日�

　（社）日本衛生材料工業連合会 　　　　　　�
全国紙おむつ・ライナー同業会 広報委員会�

�

�

ご紹介します「紙おむつのQ&A」�ご紹介します「紙おむつのQ&A」�
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�
    Q＆A コンテンツは4区分�

　Web版｢紙おむつのQ&A｣は、乳幼児用紙おむ
つに関するQ&A、大人用紙おむつに関するQ&A、
両者に共通するQ&A,さらに安全性や環境に関す

るQ&Aの4つに区分されています。また、紙おむ
つの歴史や種類、構造などの基礎資料や、会員
各企業の消費者相談窓口の一覧表がついています。�

紙おむつのQ&Aトップページ�
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�
    �

　初めて赤ちゃんを持ったお母さんにとって、
排泄と紙おむつは育児の中でも大きなウエイト
を占めるものです。そんなお母さん方が最初に
直面するのが「どんな紙おむつを選べばいいのか」
という問題です。〈乳幼児用紙おむつ編〉は紙
おむつの種類やサイズの「選び方のQ&A」や、

交換のタイミングや上手なあて方のための「使
い方のQ&A」、さらに、赤ちゃんの排泄や身体
の生理についてお母さんの疑問に答える「身体
生理のQ&A」の３つで構成され、合計18のQ&A
が掲載されています。�

   初めての育児に役立つ「乳幼児用紙おむつ編」�
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�
    �

　軽度の失禁があるものの、排泄機能以外は身
体機能に問題がないという人から、寝たきりで
介護が必要な高齢者まで、大人用紙おむつを必
要とする人の状態はさまざまです。大人用紙お
むつ編では、「選び方のQ&A」でテープ型、パ
ンツ型など紙おむつの形による違いや、サイズ
の選び方などを紹介しています。また、「使い

方のQ&A」では、紙おむつやパッド類の組み合
わせや、もれにくい付け方、床ずれの予防法な
ども紹介しています。さらに、「医療費控除の
Q&A」では医師が「治療のために紙おむつが必
要」と認めた人の紙おむつ代金の医療費控除に
ついて紹介しており、合計で25のQ&Aが掲載さ
れています。�

   選び方、使い方が多岐にわたる「大人用紙おむつ編」�
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�
    �

　大人用は介護施設や病院など、多くの人の集
まるところで使用したり、1枚当りも大きいなど
乳幼児用との違いもありますが、使用済み紙お
むつの処分は乳幼児用・大人用に共通する問題

です。共通編ではこれらの「後処理のQ&A」と、
紙おむつを構成する素材についての質問に答え
た「素材・機能のQ&A」で、合計9つのQ&Aで
構成されています。�

   乳幼児用、大人用に共通する「共通編」�



日衛連  紙おむつNews.436

�
    �

　紙おむつは通常の使い方では人体への安全性
についての問題はありません。しかし、乳幼児
や痴呆老人が紙おむつを破いたり、口に入れる
などのケースがまれにあり、「人体安全性の
Q&A」では主にこれについて取り上げ、対策に
ついて紹介しています。�

　また、「環境安全性のQ&A」では、紙おむつ
の資源問題やリサイクルについて、また、焼却
処理による有害ガス発生の有無やダイオキシン
の発生などについて日衛連の考え方や、独自の
試験に基づく見解を紹介しています。�

   人体への安全性と、環境への配慮をまとめた｢安全・環境編｣�
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�
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　紙おむつの歴史や統計などについては幅広い方々
から資料請求のお問い合わせをいただいてきま
した。基礎資料編では、これらのニーズにお答
えする紙おむつの歴史や構造・種類、紙おむつ

に表示される(社)日本衛生材料工業連合会の自
主規格、紙おむつ関連の統計など、紙おむつに
関連する基礎的な資料が網羅されています。�

   紙おむつのすべてがわかる「基礎資料」�

�
    �

　Web版「紙おむつのQ&A」では回答部分で必
要に応じて、日衛連ホームページに収載されて
いる「日衛連紙おむつニュース」や「トピックス」、

「統計」など必要なもの、関連性のある内容を参
照できるようリンクを張り、幅広く参照できる
よう配慮してあります。�

   相互リンクで使いやすく便利に�



※１：医師が寝たきり状態であると認め、かつ治療上、紙おむつの使用が必要と認めた方すべてが対象にな

ります。�

※２：介護保険で要介護者と認定された方で、おむつを使用した年に作成された「主治医意見書」の「障害

老人の日常生活自立度（寝たきり度）」が「BまたはC」（寝たきり）で、かつ「尿失禁の可能性」が「あり」

とされた方が対象です｡�
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　2003年2月17日から全国の税務署で所得税の確
定申告の受付が始まります。�
　医師が治療のために紙おむつが必要と認めた
人が支払った「紙おむつ購入代金」は、確定申
告すると医療費控除が適用され、税金が控除さ
れます。�
　今年初めて医療費控除のために確定申告する
方は、おむつ代であることがわかり使用者（購入
者ではありません）の氏名が明記された「領収書」

と、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必
要です。�
　また、介護保険の要介護認定を受けていて、
医療費控除の申請が2年目以降の場合には、医師
が発行する「おむつ使用証明書」に代わり、主
治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」
または「主治医意見書の写し」で申告すること
ができます。�

   INFORMATION

紙おむつ購入費用の�
医療費控除適用には�
確定申告をお忘れなく�

対　　象�
確定申告に必要な書類�

1年目�
�

おむつ代であること、�
使用者の氏名が明記された�

「領収書」�
＋�

医師が発行する�
「おむつ使用証明書」�

�
�
�
�

おむつ代であること、�
使用者の氏名が明記された�

「領収書」�
＋�

医師が発行する�
「おむつ使用証明書」�

�
�

2年目以降�
�
�
�
�

同　左�
�
�
�
�

おむつ代であること、�
使用者の氏名が明記された�

「領収書」�
＋�

主治医意見書の内容を�
「市町村が確認した書類」※3�

または�
「主治医意見書の写し」※4�

または�
医師が発行する�

「おむつ使用証明書」�

※ 1）介護保険の�
　　　適用外の方�
　　　（従来通り）�

※2）介護保険の�
　　　要介護認定者�
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   INFORMATION

※３：主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」�

　　１.　本人が市町村に、主治医意見書のうち紙おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認を申し出

ます。�

　　２.　市町村が主治医の意見書の下記の項目を記載した書類を発行�

　　　　・主治医意見書の作成日 �

　　　　・障害老人の日常生活度（寝たきり度） �

　　　　・尿失禁の可能性�

　　３.　おむつ使用が2年目以降で、おむつの医療費控除の証明に利用できる場合（「主治医意見書」の「障害

老人の日常生活自立度（寝たきり度） 」が「BまたはC」（寝たきり）で、かつ「尿失禁の可能性」が

「あり」） に発行します｡�

※４：「主治医意見書の写し」�

　　１.　本人が主治医意見書の写しを市町村に請求�

　　２.　市町村が主治医意見書の写しを発行｡�

　　　　・写しは「原本の写しであることが記載されている」等、要介護認定のために作成された主治医意  

　見書の写しであることがわかるもの�

　　３.　おむつ代の医療費控除の証明に利用できないものである場合（「障害老人の日常生活自立度（寝た

きり度） 」が「BまたはC」（寝たきり） 以外、あるいは「尿失禁の可能性」が「なし」の方）には、

発行しません｡�

【ご注意】 �

　　１.　※3、※4の交付についての詳細は、お住まいの市役所、町村役場にお問合せください �

　　２.　医療費控除を受けるためには税務署への申告が必要です。お近くの税務署にお問合せください。�


